
コンプライアンス安心宣言

COMPLIANCE

エイジェックグループは当たり前のことを当たり前に取り組み
人と真剣に向き合う企業グループとして、以下の事項を守ります。

＊個人情報保護法に則り個人情報を適切に取り扱います。

個人情報保護方針・保護規定を定め、その適正な取得、使用、保護に努めております。
また、 （株）エイジェック、（株）総務の窓口、アルファビリティ（株）、都市環境整美（株）、リバーベル（株）、
（株）アシスト＆ソリューションはプライバシーマークを、社会保険労務士法人トップアンドコアはＳＲＰ認証を、
（株）エイジェック 行政総合事業部（本社）は ISMS 認証（ISO27001）を取得しております。

＊納税の義務、社会保険料の納入義務につきまして滞納はいたしません。
各種税法及び会計基準を遵守し、不適切な経理処理は一切いたしません。

＊入管法に則り適正に外国人労働者を雇用いたします。
就労可能な在留資格の確認を行ったうえで採用し、雇用保険加入時に、在留資格、在留期限、国籍等を
記載して届け出ております。また、日本人と同様に社会保険に加入させております。

＊障がい者の雇用に積極的に取り組み、法定雇用率の達成に努めます。

特例子会社：㈱エイジェックフレンドリーを設立するなど、社会で活躍できる障がい者の育成に
取り組んでおります。弊社の障がい者雇用率は 2.46％です。
（ エイジェックグループはグループ適用制度を採用しております。2023 年６月１日現在 ）

＊反社会的勢力との関係はございません。
万一、反社会的勢力が介入してきた場合には、毅然とした態度で臨み警察当局と連携し
適切に対応いたします。 

＊人権ならびに労働者の権利を守ります。

従業員の人権を守り、労働者としての権利（団結権など）を尊重します。また児童労働、強制労働は
一切いたしません。 

労働基準法、労働者派遣法、労働安全衛生法を遵守し、公正で適正な企業活動を展開します。

＊雇用開発に取り組む企業グループとして労働関連法令を遵守し、適正な雇用開発に取り組みます。



HUMAN RIGHTS

人権宣言
私たち、（株式会社エイジェックグループおよびエイジェックグループ各社、以下「エイジェックグループ」という）は、
「国際人権章典」および国際労働機関 ( 「労働の基本原則および権利に関する宣言」などの人権に関する国際規範を
支持、尊重します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」や経済協力開発機構「OECD 多国籍企業行動指針」

などに基づき、本宣言を策定し、人権尊重の取り組みを推進します。
　

エイジェックグループは、本宣言をエイジェックグループの全従業員、取引先、ステークホルダーと共有し、
共に実践していくことで、社会の持続的な成長に貢献することを約束します。

２．労働環境の整備
私たちは、安全と身体的および精神的健康に配慮した労働環境を提供することに努めます。
労働者の安全と健康を保護するために必要な対策を講じ、事故や健康問題を防止します。

３．労働者の権利の尊重
私たちは、国際的な労働基準に基づき、労働者の権利を尊重します。
適正な労働時間、適正な賃金、結社の自由および団結権、団体交渉などの労働権を守り、
労働条件の改善に努めます。また、強制労働や児童労働など人権を侵害する労働慣行を一切認めません。

４．サプライチェーンの責任
私たちは、サプライチェーンにおいても人権を尊重することを要請します。
サプライヤーやサービスパートナーとの関係においても、人権に配慮した取り組みを推進し、
人権リスクを最小限に抑えます。

５．教育と啓発
私たちは、全ての従業員に対して人権に関する正しい理解と認識を深めるための教育機会を提供します。
人権・労働に関する法令や基本方針、通報窓口の周知を含むハラスメント防止教育を実施します。

私たちは、人種、民族、国籍、宗教、性別、年齢、性的指向、ジェンダー、障がいの有無などに基づく
差別・ハラスメントを一切許容しません。
全ての従業員、顧客、取引先、パートナーは平等に尊重され、平等な機会を享受できる環境を提供します。

１．差別・ハラスメントの禁止

６．監査と評価
私たちは、人権に関する方針・活動について、定期的な監督と評価を行います。
コンプライアンス部門は本宣言が遵守・実践されているかを監督し、成果や改善点について、
統合的に評価・報告します。

７．持続的な改善
私たちは、人権宣言を継続的に見直し、改善していくことを誓います。
社会的な変化や法的な要件に対応し、より良い社会の実現に貢献します。



PARTNERSHIP

パートナーシップ構築宣言

私たち、（株式会社エイジェックグループおよびエイジェックグループ各社、以下「エイジェックグループ」という）は、
サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、

新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。

２．「振興基準」の遵守
親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、
取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N 」から「Tier N+1 」へ）ことにより、
サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた
連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の
観点から、取引先のテレワーク導入や BCPBCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も進めます。

（個別項目）
企業間の連携（オープンイノベーション、M&A 等の事業承継支援 等）
専門人材マッチング

１．サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

①  価格決定方法
不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れが
あった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、
十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による
明示・交付を行います。

②  手形などの支払条件
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を下請事業者の負担とせず、
また、支払サイトを 60 日以内とするよう努めます。

④  働き方改革等に伴うしわ寄せ
取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注
や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けない
ように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。

③  知的財産・ノウハウ
知的財産取引に関するガイドラインや契約書のひな形に基づいて取引を行い、片務的な秘密保持契約の
締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは求めません。



BUSINESS CONTINUITY

事業継続計画（BCP）安心宣言

エイジェックグループは雇用を守るために
BCP(事業継続計画)を定め、有事に備えます。

２．事業継続計画について
基幹業務を停止しないため、初動対応の取り決め及びデータセンター活用などの取組みを徹底します。
緊急連絡の整備及び、訓練を行うことで、有事の連絡体制に備えます。

３．全社対応について
本社災害対策本部（もしくは、代替対策本部）を即座に立上げ、情報の収集と意思決定を迅速に行います。

４．被災事業所の復旧について
被災事業所の復旧（設備の移動、点検、構内の清掃）に向け、協力をいたします。

５．お客様の事業継続計画について
お客様の事業継続における対応策（代替事業所での業務継続）に関して、全面的に協力いたします。

【項目の内容】

安否確認体制を整備し、迅速に情報を収集致します。
お客様に関係する社員の安否情報（本人・家族の安否・出勤の可否）については 24h 以内に報告します。

１．安否確認と第一報について

顧客企業の事業維持に最大限貢献いたします。

１．全従業員の安否確認を迅速に行い、顧客へ状況報告をいたします。

２．被災事業所の復旧（現場の整備）に協力いたします。

３．対策本部の設置を迅速に行い、事態の把握、収束に全社一丸となって対応いたします。

※本社災害対策本部　：　東京都新宿区西新宿 1-25-1（新宿センタービル 46階）03-3349-8206
※代替災害対策本部　：　大阪府大阪市北区大深町 3-1（グランフロント大阪タワーＢ 14Ｆ）06-6371-5400

【安心宣言の項目】


